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医師又は看護師等である職員が部外医療機関に派遣された場合

における勤勉手当の成績率の適用について（通知）

標記について、勤勉手当の成績率の運用について（人給第６８４９号。２１．

５．２９。以下「通知」という。）第３の２（５）の規定に基づき、下記のと

おり運用することとされたので通知する。

記

基準日以前における直近の業績評価（人事評価に関する訓令（平成２８年防

衛省訓令第５６号）第５条第４項の規定による定期評価における業績評価をい

う。）の評価期間（以下「評価期間」という。）において、医師又は看護師等

である職員が地方公共団体等からの要請に応じ部外医療機関の勤務に従事し、

地域医療の確保に貢献した場合であって、評価期間における勤務成績が優秀で

ある者に係る勤勉手当の成績率は、通知第３の１（２）から（５）までの表中

の「特優者」として取り扱うことができるものとする。


